


 

 

 
 



 

 

 
 

序     文 

 

インドネシアの低湿地には広範囲な熱帯泥炭が存在します。インドネシアの低湿地地帯

はマラリア等の病気が多く、土地利用価値が極めて低いことから、これまであまり開発の

対象となっていませんでしたが、20 世紀末に国家開発政策の一環として急激な開発が行わ

れ、熱帯泥炭が破壊されることで膨大な炭素が大気中に放出されるようになりました。現

在でも、水路建設などの開発、農家による火入れ、農地開拓などの原因で泥炭火災が生じ

ており、大気中に炭素が放出されている状況です。 

インドネシアでは、土地利用変換（林地から農地への変換）、パームオイルプランテーシ

ョン等の大規模開発等の要因で、全国各地で森林火災が発生しています。森林火災の結果、

森林面積は減少し、大気中への炭素放出も大きな問題として認識されるようになっていま

す。このような状況の中、インドネシア国政府から日本政府に対し、泥炭・森林における

火災と炭素管理のための科学技術協力の実施の要請が出されました。 

これを受けて独立行政法人国際協力機構（JICA）は、協力内容の協議のために 2009 年 3

月 15 日～3月 25 日まで詳細計画策定調査団（三次啓都団長：地球環境部森林・自然環境グ

ループ 森林・自然環境保全第一課 課長（当時））を派遣しました。2009 年 12 月 10 日に

討議議事録（R/D: Record of Discussion）の協議を行い、JICA インドネシア事務所および

インドネシア側実施機関との間で署名をしました。 

本報告書は詳細計画策定調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、今後、プ

ロジェクトの実施にあたり、広く活用されることを願うものです。 

 ここに、本調査にご協力頂いた国内外の関係機関の方々に深く謝意を表するとともに、

引き続き当機構の活動に一層のご支援をお願いする次第です。 
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第 1 章 詳細計画策定調査の概要 

 

1-1 調査の背景・経緯 

昨今、我が国の科学技術を活用した地球規模課題に関する国際協力の期待が高まるとと

もに、日本国内でも科学技術に関する外交の強化や科学技術協力における ODA 活用の必要

性・重要性がうたわれてきた。このような状況を受けて、2008 年度より「地球規模課題に

対応する科学技術協力」事業が新設された。本事業は、環境・エネルギー、防災及び感染

症を始めとする地球規模課題に対し、我が国の科学技術力を活用し、開発途上国と共同で

技術の開発・応用や新しい知見の獲得を通じて、我が国の科学技術力向上とともに、途上

国側の研究能力向上を図ることを目的としている。また、本事業は、文部科学省、独立行

政法人科学技術振興機構（以下、「JST」）、外務省、JICA の 4 機関が連携するものであり、

国内での研究支援は JST が行い、開発途上国に対する支援は JICA により行うこととなって

いる。 

インドネシアの低湿地には広範囲な熱帯泥炭が存在し、マラリヤ等の病気が多く、土地

利用価値が極めて低いことから、これまであまり開発の対象となっていなかったが、20 世

紀末に急激な開発が行われ、その結果熱帯泥炭が破壊され膨大な炭素が火災や微生物分解

で大気中に放出されるようになった。熱帯泥炭の分布は東南アジアで 68％と圧倒的に多く、

その 85％はインドネシアに存在すると言われている。1997 年から 1998 年に発生したエル

ニーニョ現象による火災では、泥炭を中心とする火災でインドネシア全体から 0.81-2.57Gt

の炭素が発生したと推定されているが、この規模は 2000 年の日本の年間総炭素排出量の

2.4-7.6 倍の炭素量に相当すると言われている。 

泥炭湿地から発生する炭素の管理の重要性が指摘され、昨今の気候変動問題、地球温暖

化問題といった国際世論も相俟って、泥炭湿地の管理の重要性が益々大きくなっている。

また、地球規模での環境問題に加え、泥炭地周辺の住民への健康被害、泥炭劣化に伴う雨

季における土砂災害も深刻な状況である。 

このような状況から、インドネシアの科学技術担当大臣府（RISTEK）やインドネシア科

学技術院（LIPI）等の関係機関と北海道大学では、泥炭湿地が広範囲に存在し、大規模な運

河掘削と熱帯泥炭林の伐採が行われているインドネシアカリマンタンのメガライス（100 万

ha イネ栽培）計画地域を対象に、熱帯泥炭の脆弱性や泥炭開発と地球温暖化の関係に係る

研究をこれまで実施してきた。このような経緯の中、これまでの研究成果を踏まえ、衛星

を用いた火災検知と火災予想モデルの開発、泥炭や森林の高精度測定、効率的水管理及び

泥炭の CDM 化や REDD 化の提言からプロジェクトの要請がインドネシアから正式にされ

たところである。この提案内容は、世界的な環境問題として、また日本、インドネシア両

国にとって有益となる炭素管理システムの構築に資することが期待され、今般日本政府に

正式に採択されるに至った。 

 本件については、プロジェクトの実施に際しての課題・確認事項は多く、具体的にはイ

ンドネシアの実施体制、対象地域の土地管理状況、住民参加の可能性検討などについて、

情報の収集・分析を行うことが必要であり、本件調査では、インドネシア政府との協議、
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フィールド調査を通じ、プロジェクト要請の背景・内容の確認、現状の把握、プロジェク

トとしての今後の方向性の整理を行った上で、協力計画を策定することを目的に実施され

たものである。 

 

1-2 インドネシア側からの要請概要 

要請案件名 

 

泥炭湿地林における原野火災に係るカーボンマネジメント 

Wild Fire and Carbon Management in Peat Forest in Indonesia 

要請機関 

 

科学技術担当大臣府 

RISTEK：State Ministry of Research and Technology 

上位目標 

 

調査研究結果に基づいて、持続的に泥炭地のカーボンマネジメントが

行われる。 

案件の目標 

 

泥炭地のカーボンが適切に保全/回復され、モニタリングされるための

基礎的調査研究が行われる。 

期待される成果 

 

(1)衛星リモートセンシング 

･ ホットスポット検出アルゴリズムの改良（グランドチェックによる

現場火災情報評価含む）と火災によるバイオマスからのエミッション

発生量推定 

･ GIS リモートセンシングによる土地利用、土地被覆図、生物物理学/

生理学図、土地利用変化、スペクトラルライブラリー設立、カーボン

マップ作成 

 

(2)地質推定 

･ 泥炭モデルの作成 

･ 泥炭保全メカニズムの作成 

 

(3)生態系 

･ 泥炭湿地林保全モデルの作成 

･ 劣化泥炭湿地林の回復モデル作成 

･ 劣化泥炭湿地林回復に関する種リストの作成 

･ 泥炭湿地林の養分循環モデルの作成 

･ 泥炭湿地林の生態学的機能研究に関する学術論文の作成 

･ 泥炭湿地林における植物標本、微生物保存 

 

(4)泥炭湿地マネジメント 

･ 森林火災予防システムの開発 

･ 劣化した泥炭湿地林の再生と回復 

･ 泥炭地における水理状況の回復 

活動 

 

(1)衛星リモートセンシング 

･ TERRA/AQUA、MODIS データ収集 

･ 鉱山、泥炭地マップ作成 
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･ 土地被覆図作成 

･ 火災データ収集 

･ ホットスポット検出アルゴリズム開発と評価 

･ ハイレゾリューション衛星画像を活用したリモートセンシング 

･ GIS 活用による土地利用分類 

･ カーボン備蓄量に関するリモートセンシングデータ及び現地踏 

  査計測との関連性評価 

 

(2)地質推定 

･ 泥炭地でのカーボンストック現況調査 

･ リモートセンシングによる泥炭地における土地被覆分類と評価 

 

(3)生態系 

･ 泥炭湿地林における生物多様性動態調査 

･ 微生物分解研究 

･ 泥炭湿地林劣化に伴うカーボンストック研究 

･ 泥炭湿地林劣化地における自然回復プロセスモニタリング 

･ バイオマス生成研究 

 

(4)泥炭湿地マネジメント 

･ 泥炭火災コントロールシステム研究 

･ 森林再生、森林再植林 

･ 流域管理 

･ 研修、教育 

投入 

 

(日本側)専門家、プロジェクト運営経費 

(インドネシア側)C/P、プロジェクト実施に必要となる執務室、C/P 予

算、車両その他関連機器等 

協力期間 2008 年 10 月～2013 年 09 月（5 年間） 

協力概算額 215 百万円（内 20 年度実施分：30 百万円） 

 

1-3 調査目的・内容 

日本国内で協議、関係者間で合意・承認された対処方針に基づき、協力案件の要請背景・

内容、インドネシア実施体制等を確認し、現地調査及び資料収集を通じて協力の方針、妥

当性、実施方法を検討する。その上で、討議議事録（R/D）の署名・交換に向けた協議を行

い、協議内容を協議議事録（Minutes of Meetings: M/M）の署名・交換を通じ、インドネシア

と確認する。 
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1-4 調査団構成 

氏名 所属 

三次 啓都 

 

大崎 満 

 

本間 利久 

  

高橋 英紀 

 

鈴木 和信 

 

太田 三晴 

 

岩城 拓 

JICA 地球環境部森林・自然環境グループ 森林・自然環境保全第一課 課長

 

サステイナビリティー・ガバナンス・プロジェクト リーダー 

 

北海道大学 情報科学研究科 教授 

 

特定非営利活動法人 北海道水文気候研究所 理事長 

 

JICA 地球環境部森林・自然環境グループ 森林・自然環境保全第一課 

 

科学技術振興機構 マレーシア事務所 所長 

 

科学技術振興機構 地球規模課題国際協力室 主査 

（注）科学技術振興機構の太田マレーシア所長および岩城主査については、オブザーバーとして調査団に

同行したものである。 
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1-5 調査日程 

月日 時間 調査内容 

3 月 15 日(日)  （鈴木、大崎、岩城） 

成田発（11:20） JL725 → ジャカルタ着（17:20） 

（三次はマレーシア（コタキナバル）経由でジャカルタ着）

3 月 16 日（月） 09：00 

11：30 

13：30 

18：00 

JICA インドネシア事務所 協議 

日本大使館 表敬 

RISTEK 表敬及び関係者との M/M 協議 

JICA 関連プロジェクトとの意見交換（森林政策アドバイザ

ー、森林火災プロジェクト、衛星プロジェクトなど） 

3 月 17 日(火) 08：00 

10：00 

10：00 

15：00 

団内打ち合わせ（調査団２つに分かれる） 

BAPPENAS 協議（調査団２つに分かれる） 

団内打ち合わせ 

関 係 者 と の 協 議 （ RISTEK,LIPI, パ ラ ン カ ラ ヤ 大

学,LAPAN,FORDA） 

3 月 18 日(水) 09：00 

11：00 

13：00 

15：30 

15：30 

FORDA（調査団２つに分かれる） 

GTZ（調査団２つに分かれる） 

LAPAN（調査団２つに分かれる） 

RISTEK 協議（調査団２つに分かれる） 

AusAID（調査団２つに分かれる） 

（本間） 

札幌発→（関西空港、シンガポール）→ジャカルタ着 

3 月 19 日(木) 午前 

16：00 

団内資料整理、打ち合わせ 

RISTEK 協議 

3 月 20 日(金) 08：30 

14：00 

17：00 

M/M 署名 

在インドネシア日本国大使館報告 

JICA インドネシア事務所報告 

（三次、大崎）ジャカルタ発（22:10）JL726 →成田着（22

日 07:20） 

3 月 21 日（土） 午前 

午後 

ジャカルタからパランカラヤに移動 

パランカラヤ大学熱帯泥炭持続的管理国際協力センター

（CIMTROP: Center for International Cooperation in Sustainable 

Management of Tropical Peatland）での打ち合わせおよび現地

調査（火災跡地） 

3 月 22 日（日）  現地視察（Block C:Kalampangan Zone 森林地帯） 

3 月 23 日（月） 午前 

 

 

パランカラヤ大学 学長、副学長との協議 

パランカラヤ大学火災防止・森林回復研究所との協議 

パランカラヤ大学 農学部との協議 
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1-6 調査結果-1（ジャカルタ） 

1-6-1 プロジェクト名称 

要請書に記載のあった「Wild Fire and Carbon Management in Peat-forest in Indonesia」で提案

し、合意を得た。 

 

1-6-2 プロジェクトサイト 

これまでの研究蓄積がある中部カリマンタン州パランカラヤ市メガライスプロジェクト

（Ex-Mega Rice Project）地域の Block C および一部 Block B とした。森林研究開発庁との協

議の場で、同地域の使用について確認し了承を得た。なお、現在カリマンタン土地利用に

かかるマスタープランを作成中で、6 月には承認される見込みとのことである。 

 

1-6-3 プロジェクト開始時期 

今回の調査結果（M/M）を踏まえ、今後 6 月下旬を目処に R/D を署名し、署名後にプロ

ジェクトを開始することでインドネシア側と合意した。 

1-6-4 協力実施体制 

本件プロジェクトの特徴として、インドネシア側の協力機関が多岐にわたることがある

が、協議の結果、要請元の RISTEK を Implementation Agency とし、パランカラヤ大学、LIPI、

LAPAN、BSN、森林研究開発庁を Executing Agency とした。また、プロジェクト全体の運

営管理の構成として、JSC（Joint Steering Committee）および JCC(Joint Coordinating Committee)

を設置することで合意した。 

 

1-6-5 実施中技術協力プロジェクトとの連携 

今回の調査期間中、現在実施中の技術協力プロジェクト等との関係者（森林政策アドバ

イザー、衛星情報を活用した森林資源管理支援、森林火災等）との意見・情報交換を行っ

た。専門家の多くは今回の地球規模課題に対応する科学技術協力事業に対して高い関心を

持っており、今後定期的にプロジェクト活動の内容について共有する場を設けることで合

意した。今後、連携や協調を通じて成果を共有することで相乗効果が発現されることが期

待される。 

 

1-6-6 プロジェクト活動・成果の広報 

インドネシア側との協議の中で、プロジェクト活動の広報や情報公開の必要性と重要性

が確認され、合意をした。セミナーやワークショップ、またサマースクールなどを通じ、

午後 中央カリマンタン地域開発計画庁との意見交換 

3 月 24 日（火） 午前 

午後 

パランカラヤからジャカルタに移動 

 JICA インドネシア事務所報告 

ジャカルタ発（22:10）JL726  

3 月 25 日(水)  →成田着（25 日 07:20） 
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インドネシア国内において本件プロジェクトの活動内容や成果が広く周知されることが期

待される。 

 

1-6-7 キャパシティービルディング 

インドネシア側から、プロジェクトを通じてカウンターパートが知識を習得し、技術が

向上することが重要であるとの指摘を受け、キャパシティービルディングの重要性につい

て言及があった。技術協力事業として本プロジェクトを実施する以上、キャパシティービ

ルディングを目指した協力を行うべきであり、この旨 M/M に記載し合意した。 

 

1-6-8 研究機関同士の共同研究合意文書 

インドネシアとの協議において、JST から地球規模課題対応国際科学技術協力事業の概要

を説明し、研究機関同士の共同研究合意文書の締結に向けた協議を行った。特に、知的財

産権の取り扱いについては慎重な対応をする必要があるところ説明し、共同研究合意文書

を取り交わしておくことをこの旨強く強調した。また、インドネシア側から共同研究合意

文書は包括的な合意の一部であるべきという意見が述べられ、日本側も了解したため、M/M

の一部に繰り入れた。今後、北海道大学がインドネシア関係研究機関と交渉・協議を行い、

R/D 署名後早急に合意文書を締結する見込みである。 

 

1-6-9 他ドナーとの連携・協調の可能性 

今回の調査期間中に GTZ および AusAID と意見交換を行った。GTZ は REDD のデモスト

レーション活動や生物多様性と気候変動の事業を行っているが、泥炭を対象としていない

点では、今後情報の交換は行うものの事業の連携の可能性は小さいと思われる。 

他方、AusAID については、中央カリマンタンの Ex-Mega Rice Project の Block A と E に跨

る地域を対象に、泥炭地における水と火災の管理のための事業を行っている。またパラン

カラヤには情報通信網の整備を行うなど、実施体制の整備も進んでいるとのことである。

今後、AusAID は日本（JICA や北海道大学）との連携構築（国際会議での共同発表や何ら

かの合意文書の締結など）を積極的に進めていきたい意向があることが確認できた。今後、

AusAID の活動の詳細などを確認し、定期的に情報交換の場を設け連携に向けた検討を進め

ていきたい。 

 

1-6-10 検討課題・特記事項 

インドネシア側の費用負担につき協議を行った際に、先方から国内の移動にかかる旅費

（交通費、宿泊代など）の負担が困難であることが表明された。特に、本プロジェクトは

中央カリマンタンを対象とするものであるが、関係機関の多く（LIPI、LAPAN など）はジ

ャカルタにあることから、調査のための国内の移動が生じることが予想される。本件プロ

ジェクトが日本とインドネシアの共同事業という位置づけからすれば、インドネシア側で

必要となる旅費については、通常の技術協力と同様インドネシア側で負担するのが原則で

ある。しかしながら、この原則論は理解しているものの、実態上は厳しい財政状況から予

算措置は困難な状況ということである。 

今回の滞在中に RESTEK の副大臣に面会する機会があり、高等教育省への予算確保の働
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きかけを行う旨の発言があった。 

 

1-7 調査結果-2（中央カリマンタン）  

1-7-1 CIMTROP（パランカラヤ大学熱帯泥炭持続的管理国際協力センター）打ち合わせ 

 センター長の Suwido 講師から CIMTROP の活動・組織概要の説明を受けた。人員体制は

所長の他 2～3 名の常勤職員がおり、総計は 15 名程度である。外国ドナー、海外の大学と

の研究交流の窓口機関としての調整機能を持っている。研究成果を基にした州政府への働

きかけや地元住民との協同活動を行っているようである。特に、地域住民の関与・参画に

ついては、森林火災防止のための活動を住民主体で行うような仕組みづくり、地域開発（住

民へ何らかの便益が還元されることを意図しているもの）のための戦略作りなど、「整理さ

れた」考えがあることが確認出来た。しかし、その実行については、財政面の問題で思う

ように活動がされていないとのことである。 

 

1-7-2 Natural Laboratory of Peat Swamp Forest 

 1993 年に中央カリマンタン Sebangau 川右岸域に設置された約 500 ㎞ 2の広さのものであ

る。国内外の研究者が研究を行うための施設が整備されている。土地の所有は州政府であ

るが、研究目的で使用するために CIMTROP が州政府と協定を締結し、管理を行っている。

場所は Block C 近くにあり、今回の技術協力プロジェクトの対象地域には含まれないが、こ

れまでに北海道大学がデータ収集などの研究を行っていたことから、今回紹介があったも

のである。 

 管理体制は CIMTROP の所長が個別に雇用したスタッフが 1 名常勤している他、パトロー

ル目的で数名のスタッフが雇用されている。施設の使用については、研究者から小額（額

は不明）の使用料を徴収しており、州政府からの補助は一切ないとのことである。CIMTROP

からは月に 1 万円相当の管理費を支出しており、また外国の大学からの資金援助がある模

様である。 

 

1-7-3 Block C 視察 

 Block C にてこれまで北海道大学が研究を進めてきた地域の視察を行った。北海道大学で

は、2 箇所に観測拠点（観測用機器が設置されたタワー）を持っており、一つは高い森林に

囲まれた高さ 40 メートルのタワーであり、もう一つは森林火災跡地にあるタワー（高さは

2 メートル弱と思われる）がある。炭素量の他に気象データを測定するための機材が設置さ

れており、その購入費用は３千万円相当になるとのことである。観測は定期的に行い、そ

のデータは北海道大学に送信され分析を行っている。機材の維持管理は CIMTROP のスタッ

フが３ヶ月に１度の割合で行っている。維持管理や観測活動は北海道大学の教授の滞在が

ない期間でも CIMTROP のスタッフが独自で実施している一面を確認出来た。 

 水のコントロールのためのダムを幾つか視察した。一つのダムの建設費用は 50 万円程度

ということであり、木材を使用した簡易なものである。一部のダム（フィンランドの援助

で建設したもの）が崩壊していることを確認したが、水のコントロールが炭素管理に極め

て重要な役割を担っている点を確認出来た。 

 CIMTROP は Block C の境界線付近に居住する地元住民から成る消火隊を結成し、地元住
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民主体による火災対策を行う基盤を整備していることも確認出来た。 

 

1-7-4 パランカラヤ大学 学長、副学長との協議 

 当方から、今回の事前調査結果の概要の説明と今後の予定につき説明した。これまでの

協力の特徴が北海道大学とパランカラヤ大学の研究者間のネットワークを基盤にしたもの

であるが、JICA 技術協力プロジェクトは組織間の連携と協調をもって実施されるものであ

るために、パランカラヤ大学総体としての協力体制の構築と支援を要請した。 

 パランカラヤ大学は、大学全体として JICA-JST プロジェクトに協力していく旨言及があ

り、そのための人員（カウンターパート）の配置や事務所スペースの提供（CIMTROP 内）

などについて確約する旨の説明がなされた。特に、プロジェクト全体の管理は副学長が行

うが、活動レベルの調整は CIMTROP が窓口機関として行うとのことであった。研究者や学

生の個人の能力向上（英語能力の向上など）や大学の施設整備の必要性についても言及が

あったが、プロジェクトを通じて大学総体としての組織能力向上（キャパシティーディベ

ロップメント）を目指していきたい点で合意をすることが出来た。 

 他方、パランカラヤ大学の予算措置の件については、現状、財政上の問題で困難である

ことが指摘され、今後 RISTEK や高等教育省などの関連政府機関と調整することになった。 

 大学・研究機関同士の覚書（MOU）については、JST から雛形を手交し説明を行い、今

後の作業につき確認することが出来た。 

 

1-7-5 パランカラヤ大学火災防止・森林回復研究センターとの協議 

 調査団から、事前調査の結果概要の説明と技術協力プロジェクトへの支援を依頼した。

先方からは、日本人専門家と協力して円滑な事業の実施が可能となるよう、人員の配置や

大学の他学部・センターなどと協力していきたい旨の発言があった。（注：同センターAswin

講師は、高橋団員が北大に在籍中に、同氏の研究室で博士号を取得している。） 

 パランカラヤ大学火災防止・森林回復研究所（Research Center for Fire Prevention and Forest 

Rehabilitation）はこれまでオランダ政府の援助で事業を実施しており、今年 5 月から新たに

3 年間の協力がされる見込みである。この事業の概算総経費は 500 万ユーロ（約 6 億円）と

のことである。内容は大きく 5 つに分かれる。その内容と実施主体（Consortium）は次のと

おり。 

① 火災防止（パランカラヤ大学） 

② 水管理（Wetland International） 

③ 貧困削減(Care International) 

④ 生物多様性保全（WWF） 

⑤ Re-greening（BOS） 

本事業の全体管理は Wetland International のカナダ人が行うとのことである。パランカラ

ヤ大学の活動には 500 千ユーロ（約 0.6 億円）が充てられるようである。パランカラヤ大学

は本事業を通じ、火災対策のための消火隊を結成し、研修や教育活動を実施する予定であ

る。 

 州政府は森林を破壊しパームオイルのためのプランテーションを整備したい意向を持っ

ている点につき問題提起がなされ、地元住民を巻き込んだ活動を積極的に展開していきた
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い意向である。 

 地域開発や環境保全には多くの利害関係者間の意思疎通と合意形成が必要なため、

JICA-JST 事業とオランダ政府の事業の重複を避け、成果を定期的に共有し、相乗効果を発

揮できる仕組みを作ることを提案し合意を得ることが出来た。 

 

1-7-6 パランカラヤ大学 農学部 学部長、副学部長との協議 

 調査団から、事前調査の結果概要の説明と技術協力プロジェクトへの支援を依頼した。

学部長、副学部長および同席した Hendrik Segah 農学部講師はいずれも北海道大学との関係

が深く、JICA-JST プロジェクトの実施に感謝の意を表明し、カウンターパートの配置も含

めプロジェクトへの支援と協力を行いたい旨言及があった。 

 先方からは大学内の通信網の状況につき説明があった。現状は 2MB/sec の通信速度のも

のを使用しているが、円滑な情報伝達や情報の共有に支障がある点が指摘された。 

 プロジェクトが開始される予定の 7 月にはキックオフセミナーを実施したい旨提案し、

了承・合意を得た。 

 

1-7-7 中部カリマンタン政府 地域開発計画庁との意見交換 

 調査団から、技術協力プロジェクトの内容（地域やコンポーネント）の説明を行い、プ

ロジェクトの円滑な実施のための支援を依頼した。 

 先方の Mr. Syahrin Daulay（The Head of Agency）は 3 月上旬に北海道大学主催で、ジャカ

ルタにて開催されたセミナーに参加したため、プロジェクトの内容についての理解もあり、

支援と協力を行う旨の発言があった。 

 中央カリマンタンの開発の優先分野は、①インフラ整備（道路や橋）、②教育、③医療、

④小規模経済、⑤環境であり、新しい技術協力プロジェクトは州政府の優先分野に合致し

ており、中央カリマンタンの開発計画との整合性が確認出来た。 

 中部カリマンタン政府地域開発計画庁は 2010 年から始まる次期 5 ヵ年開発計画を作成す

るために、多岐に亘る利害関係者の参加を促しており、住民のエンパワーメントに注力し

ている様子が伺えた。 

 同庁は中央カリマンタンのマスタープランの作成にも携わっており、一部資料を入手し

た。（公式非公式は未確認であるが、CIMTROP の Suwido 講師は実験のためのダム建設につ

いて、中部カリマンタン政府地域開発計画庁に申請を行った模様。） 

 プロジェクト開始時のキックオフセミナーへの参加を希望しており、プロジェクト開始

以降、定期的にプロジェクト活動の進捗などを共有することになった。 

 

1-7-8 検討課題・特記事項～組織同士の連携・協調体制の構築について 

 パランカラヤ大学には農学部やセンターなど多岐に亘る機関があり、北海道大学も多く

の機関とこれまで研究協力を展開してきた。しかし、パランカラヤ大学の人員の数は非常

に限られており（1 機関あたり数名のカウンターパート）、北海道大学とパランカラヤ大学

の研究者という個人間のネットワークに大きく依存した協力体制であったことを改めて確

認出来た。 

 プロジェクト開始後の全体調整の窓口機関となると思われる CIMTROP については、これ



 

 

11 
 

までの海外ドナーや海外の大学との共同事業・研究を通じて、泥炭管理のための方針や戦

略を持っており、この点で、今後技術協力プロジェクトを実施する中でも CIMTROP の果た

す役割は大きいものと思われる。 

 他方、CIMTROP はセンター長個人の資質やネットワークに依存した活動が多く、組織的

な対応が必要な場合の体制については不安がある点は否めない。この点、パランカラヤ大

学の学長および副学長から大学総体としての対応が出来るような体制構築を行う旨の言及

があったことは、今後のプロジェクトの円滑な実施に向けた大きな前進であると考えられ

る。プロジェクト実施後も、北海道大学専門家チームを中心にパランカラヤ大学の主体性

の醸成に努めていくことが肝要と思われる。同時に、州政府、地元住民、他ドナーなどの

多岐に亘る関係者に対し、プロジェクト活動の公開・共有を行い、関係者間の合意を踏ま

えた活動の展開や政策提言が求められることになる。 

 

1-8 団長所感 

本プロジェクトの活動内容は、気候変動の中でも国際的な取り組みが行われてこなかっ

た泥炭地由来の炭素排出減に着目をしており、泥炭地を多く有するインドネシアにおいて、

その活動は大きなインパクトを持つことが期待できる。従って、プロジェクトの実施の際

にはインドネシア側の関係機関のみならず、ドナー等に対する情報発信・共有などについ

て、カウンターパートの RISTEK、事務所とも調整を図りつつ現地でのプラットフォームの

構築を図ることが必要。 

一方、今回の調査で感じた懸念事項としては、インドネシア側機関の主体性が弱いこと

が挙げられる。過去 15 年に渡って行われてきた北海道大学チームの研究を基礎に今回のプ

ロジェクトが要請されてきたわけであるが、今までの活動が組織間というよりも研究者間

の関係に立脚している色彩が強いと見受けられる。政府間の技術協力事業となった場合、

一義的には組織を相手とすることから、予算措置を含めて所謂オーナーシップを求めるこ

ととなるが、今回のケースについては事前に予算措置が検討されていないこと、RISTEC 自

身が関係機関と十分調整しきれていないなど、実施に際しての課題が見受けられる。また、

実施機関の一つがパランカラヤン大学であることを考慮すれば、高等教育省の関与につい

ても検討が必要と思われる。今後、R/D 署名に向けたプロセスにおいて、関係機関の一定程

度の主体性を引き出すことが北大、JICA 双方に求められ、また、R/D 署名以降も北大の専

門家チームによる働きかけが必要と考えられる。 
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第 2 章 事業事前評価結果 

 

2-1 プロジェクトの背景と必要性 

2-1-1 インドネシアにおける泥炭・森林火災の現状と課題 

インドネシアの低湿地には広範囲な熱帯泥炭が存在する。マラリア等の病気が多く、土

地利用価値が極めて低いことから、これまであまり開発の対象となっていなかったが、20

世紀末に国家開発政策の一環として急激な開発が行われた。熱帯泥炭が破壊され、その結

果膨大な炭素が大気中に放出されるようになった。現在でも、水路建設などの開発、農家

による火入れ、農地開拓などの原因で泥炭火災が生じており、大気中に炭素が放出されて

いる。炭素の放出のもう一つの要因として、微生物の泥炭の分解によるものがある。水路

建設などの開発によって水位が下がることで、微生物の呼吸が活発になることによって、

膨大な炭素が大気に放出されているというものである。熱帯泥炭の分布は東南アジアで

68％と圧倒的に多く、その 85％はインドネシアに存在すると言われている。1997年から 1998

年に発生したエルニーニョ現象による火災では、泥炭を中心とする火災でインドネシア全

体から 0.81-2.57Gt の炭素が発生したと推定されているが、この規模は 2000 年の日本の年間

総炭素排出量の 2.4-7.6 倍の炭素量に相当すると言われている。 

他方、インドネシアでは、土地利用変換（林地から農地への変換）、パームオイルプラン

テーション等の大規模開発等の要因で、全国各地で森林火災が発生している。森林火災の

結果、森林面積は減少し（インドネシア林業省によると2007年の森林消失面積は108万 ha）、

また、大気中への炭素放出も大きな問題として認識されるようになっている。 

インドネシアの温室効果ガス排出量は、森林減少等による土地利用変化を考慮すると、

アメリカ、中国に次いで世界第 3 位（3,143 百万 CO2換算トン）といわれており、その 8 割

以上が森林・泥炭火災由来といわれている。（世界銀行、DFID による報告書 Indonesia and 

Climate Change(2007.3)による） 

泥炭湿地から発生する炭素の管理の重要性が指摘され、昨今の気候変動問題、地球温暖

化問題といった国際世論も相俟って、泥炭湿地の管理の重要性が益々大きくなっている状

況である。また、地球規模での環境問題に加え、泥炭地周辺の住民への健康被害、泥炭劣 化

に伴う雨季における土砂災害も深刻な状況となっている。 

 

2-1-2 インドネシア国における泥炭・森林火災に関する政策と本事業の位置づけ 

インドネシア国は、2007 年にバリで開催された国連気候変動枠組条約第 13 回締約国会議

（COP13）においては、上記のような国内の問題の深刻さに鑑み、主要熱帯林保有国による

新たな枠組みの設置の提唱を行うなど、森林の減少や劣化に由来する温室効果ガスの排出

削減に向けて積極的な政策展開を行ったところである。また、COP13 に合わせて、気候変

動国家行動計画（National Action Plan Addressing Climate Change）を策定し、温室効果ガスの

排出削減義務を負わない国でありながら自発的な取組を行っている。林業省の中期 5 ヵ年

計画では、森林資源の復旧と保護を一つの戦略として位置づけ、この中で森林火災への対

処と抑制を目標に掲げ活動を実施している。 
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 中部カリマンタン州に目を向けると、1990 年代にスハルト政権下において、国内の食糧

確保のため、113.4 万 ha の泥炭地を農地に改革するメガライスプロジェクトが行われた

（1995 年の大統領令の後、翌 1996 年に工事着工）。このプロジェクトによって、大規模な

運河建設と熱帯泥炭林の大規模伐採が行われたが、泥炭の強い酸性土壌が農地に適してい

ないと判断され、このプロジェクトは失敗に終わり、結果として農地に適さない土地は放

置され荒廃することになった。灌漑施設建設によって泥炭地の排水が進行したため、地下

水位の低下に伴う森林・土地火災の発生確率は同プロジェクト実施以前より格段に高まっ

ている。1998 年には、既農地の適正利用、幹線水路の過排水防止・地下水位維持、農業不

適地への植林などの提言を行うなど、メガライスプロジェクトの見直しがされ、2007 年に

なってようやく、「中部カリマンタンにおける泥炭開発のための再生と活性化の促進」の大

統領令（No.2/2007）が公布され、メガライスプロジェクトの跡地の開発・利用について本

格的な見直しが行われるようになった。 

 以上のような背景・現状の中で、インドネシアの科学技術担当大臣府（RISTEK）やイン

ドネシア科学院（LIPI）等の関係機関と北海道大学では、泥炭湿地が広範囲に存在し、大規

模な運河掘削と熱帯泥炭林の伐採が行われている中部カリマンタン州のメガライスプロジ

ェクト跡地を対象に、熱帯泥炭の脆弱性や泥炭開発と地球温暖化の関係に係る研究をこれ

まで 15 年に亘って実施してきた。これまでの研究の成果として、泥炭地の地下水位の適正

なコントロールが、泥炭火災の抑制に最も重要な鍵であることが判明してきている。この

ような経緯の中、インドネシア政府は、これまでの研究成果を踏まえ、衛星を用いた火災

検知と火災予想モデルの開発、泥炭や森林の高精度測定、効率的水管理及び森林の減少・

劣化に由来する温室効果ガス削減を通じた統合的な炭素管理を目的とするプロジェクトを、

「地球規模課題対応国際科学技術協力案件」として、日本政府に要請した。この要請内容

は、世界的な環境問題として、また日本、インドネシア両国にとって有益となる炭素管理

システムの構築に資することが期待され、今般日本政府が正式に採択をしたものである。 

 

2-1-3 インドネシア国における泥炭・森林火災に対する我が国及び JICA の援助方針/実績 

我が国は 2003 年に策定された新 ODA 大綱において、「人間の安全保障」の視点を基本方

針の一つに位置づけた上で、援助実施の原則に「環境と開発の両立」を掲げている。2004

年 11 月策定の対インドネシア国別援助計画においては、重点分野の一つである「民主的で

公正な社会造り」の中で環境保全が位置づけられている。 

 気候変動対策を中心とした地球環境問題への関心が国際的に高まっている中、JICA は、

対インドネシア国別援助実施方針（2009 年 4 月）において、援助重点分野「環境」、開発課

題「環境」の下に、「気候変動対策支援協力プログラム」及び「自然環境保全協力プログラ

ム」をそれぞれ設定し、統合的な取組を推進していくこととしている。 

 実績としては、クールアース・パートナーシップに基づく気候変動対策プログラム・ロ

ーンの供与の他、森林火災対策・森林保全の技術協力プロジェクト（森林火災予防計画）、

専門家派遣などが行われている状況である。 

 昨今、我が国の科学技術を活用した地球規模課題に関する国際協力の期待が高まるとと

もに、日本国内でも科学技術に関する外交の強化や科学技術協力における ODA 活用の必要

性・重要性がうたわれてきた。2008 年に開催された洞爺湖サミットにおいて日本政府が表
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明した気候変動問題への積極的な取り組み展開の上でも本事業は重要と考えられる。その

ような中で JICA は 2008 年度から「地球規模課題に対応する科学技術協力」事業を新設し、

環境・エネルギー、防災及び感染症を始めとする地球規模課題に対し、我が国の科学技術

力を活用して開発途上国と共同で技術の開発・応用や新しい知見を獲得することを通じて、

我が国の科学技術力向上とともに途上国側の研究能力向上を図ることを目指している。「地

球規模課題に対応する科学技術協力」事業は、文部科学省、独立行政法人科学技術振興機

構（以下、「JST」）、外務省、JICA の 4 機関が連携するものであり、国内での研究支援は JST

が行い、開発途上国に対する支援は JICA が行うこととなっている。本事業は 2008 年度に

創設され 12 件が採択された「地球規模課題に対応する科学技術協力」事業の一つであり、

我が国政府の援助方針と合致している。 

 

2-1-4 他の援助機関の対応 

森林保全や気候変動対策の協力は、他の援助機関も事業を実施しており、特にオースト

ラリア・AusAID 及びドイツ・GTZ が積極的に事業を展開している。オーストラリアもメガ

ライスプロジェクト跡地（中部カリマンタン）を対象に泥炭地における水と火災管理によ

る REDD（Reducing Emission from Deforestation and Degradation） デモンストレーション活

動を行っているが、本件プロジェクトと対象地域は異なる（本件プロジェクトの対象地域

はメガライスプロジェクト跡地の Block C および一部 Block B 地域。一方、オーストラリア

は Block A と E 地域を対象。）ため、重複は見られない（GTZ は東・西カリマンタンを対象

地域としている）。他の援助機関の活動成果を共有し、相乗効果を生むよう関係援助機関が

密に連携・協調していくことが重要であり、この点において国際会議での共同発表や共同

ワークショップなどを開催していくことにする。 

 

2-2 プロジェクト概要 

2-2-1 事業の目的 

本事業は、以上に述べた事業の背景と必要性に鑑み、インドネシア国の研究機関と共同

して地球規模課題となっている泥炭・森林における火災と炭素管理を行う仕組み（モデル）

を構築することを目的とする。特に、本技術協力プロジェクトでは、当該分野の共同研究・

開発を進めて新技術が将来的に実用化されることを企図しながら、インドネシア国科学技

術担当大臣府（以下、RISTEK）、パランカラヤ大学（以下、UNPAR）、インドネシア科学院

（以下、LIPI）、国家航空宇宙局（以下、LAPAN）、国家標準機構（以下、BSN）、林業省森

林研究開発庁（以下、FORDA）と連携・協力をしながら、泥炭・森林の統合的炭素管理モ

デルの構築を目指すものである。 

本事業による直接的な裨益者とその規模は以下のとおりである。 

① RISTEK、UNPAR、LIPI、LAPAN、BSN、FORDA の職員/研究者 

大学施設機能の整備、セミナー、研修、共同研究等を通じて、カウンターパート

となる職員や研究者が裨益することが想定される。 

② 泥炭・森林管理に関わるその他関係者 

研究、セミナー、研修等の活動などを通じ、泥炭や森林に生活を依存している中

部カリマンタンの地域住民、研究や政策に関わる職員等が裨益することが想定さ
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れる。 

また、本事業による新たな研究・開発に大きな成果が出た場合、中部カリマンタン州パ

ランカラヤ市周辺地域の地方行政府職員、一般市民等のその他関係者に対する間接的な裨

益が及ぶことが想定される。 

 

2-2-2 プロジェクトサイト/対象地域名 

中部カリマンタン州パランカラヤ市にあるメガライスプロジェクト跡地 Block C および

一部 Block B 地域（総面積約 63 万 ha） 

 

2-2-3 事業概要 

1） プロジェクト目標と指標・目標値 

プロジェクト目標：泥炭・森林における火災と炭素管理を行うモデルが構築され

る。 

2） 成果と想定される活動（あるいは調査項目）と指標・目標値 

成果 1：火災検知および火災予測システムが構築される。 

指標：火災検知数および予測活動の数 

活動１： 

1-1 火災ホットスポット検出アルゴリズムを改良する。 

1-2 異なる生態系の中で燃焼するバイオマスの炭素排出量を推定する。 

1-3 現場の火災情報を各地域へ伝達する。 

1-4 森林火災発生予測モデルを構築する。 

1-5 水変動モデルを構築する。 

1-6 土地被覆図・土地利用変化図を作成する。 

1-7 調査地域において植物と土壌水分のスペクトルラルライブリーを構築する。 

成果 2：炭素量評価システムが構築される。 

指標：政策提言に炭素量評価システムが利用される。 

活動 2： 

2-1 様々な熱帯泥炭生態系における炭素収支を推定する。 

2-2 バイオマスおよび泥炭中の炭素量を推定する。 

2-3 泥炭分解および有機炭素消失を評価する。 

2-4 異なる手法を用いて生態系の炭素収支量を交差検定する。 

成果 3：炭素管理システムが構築される。 

指標：泥炭・森林の炭素を抑制するための活動の内容（住民による植林面積 Xha

など） 

活動 3： 

3-1 植生と水文環境を調査する。 

3-2 水文環境をコントロールする。 

3-3 森林火災予防計画を作成する。 

3-4 植林を行う。 

3-5 気候変動に対する植生の反応と回復を推定する。 



 

 

16 
 

3-6 水位に対する水質と水生生物群集の反応を推定する。 

成果 4：泥炭炭素イニシアティブおよび国際的ネットワークを構築する。 

指標：発信・提言される手法や方策の数 

活動 4： 

4-1 統合的な炭素-水収支モデルを開発する。 

4-2 統合的な土地管理モデルを開発する。 

4-3 炭素会計手法を導入する。 

4-4 地域社会参加型の活動を行う。 

4-5 環境教育・研修のカリキュラムを作成する。 

プロジェクト目標および成果に関する指標の目標値については、プロジェクト開始以降、

インドネシアカウンターパートと協議、開始半年以内を目処に設定する予定。 

3） 投入の概要 

日本側 

（a） 専門家：長期専門家 1 名（業務調整） 

短期専門家 94 名 

（b） 本邦研修：3 名/年 

（c） 供与機材：本プロジェクトで実施する共同研究・開発項目に必要な炭素 

量推計、炭素管理に係わる基礎的な研究・活動用機材を UNPAR 他、

関係機関に供与する。 

（d） 在外事業強化費： 

インドネシア側 

（a） カウンターパート（C/P）：RISTEK、UNPAR、LIPI、LAPAN、BSN、FORDA 

から活動 1 に 8 名、活動 2 に 7 名、活動 3 に 38 名、活

動 4 に 23 名の行政官、研究者が C/P として参加する。 

（b） 施設、機材等：RISTEK および UNPAR 内に専門家執務スペースを含めた 

プロジェクト本部用の事務室・机等をインドネシア側が用意する。また、インド

ネシア側は本プロジェクト実施に必要な予算を準備する予定である。  

 

2-2-4 総事業費/概算協力額 

約 2.15 億円 （JICA 予算ベース） 

 

2-2-5 事業実施スケジュール（協力期間） 

2009 年 11 月～2014 年 3 月（4 年 5 ヶ月間） 

 

2-2-6 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

インドネシア側主要実施機関（責任機関）は RISTEK とする。その他の実施機関は UNPAR、

LIPI、LAPAN、BSN、FORDA である。4 つの成果の中で、成果１は主に LAPAN、成果 2

は主に LIPI、成果 3 は主に UNPAR、成果 4 は全ての関係実施機関で取り組むことになる。 

日本側実施機関は、北海道大学、愛媛大学、東京大学、宇宙航空研究開発機構の教員等

による構成とし、日本側専門家チームがインドネシア側実施機関と共同研究・開発を実施
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する。日本側専門家チームの研究総括は北海道大学が担う。 

なお、プロジェクトの成果拡大と将来的な波及効果の発現を可能にするために、以下の

インドネシア側関係機関が構成メンバーになるような合同運営委員会（JSC: Joint Steering 

Committee）、合同調整委員会（JCC: Joint Coordinating Committee）を形成する。JSC の役割・

機能は、円滑な事業運営のためにプロジェクト全体の運営指導や助言を行うことである。

また、JCC の役割・機能は、プロジェクト活動の進捗状況の確認やプロジェクト運営上の阻

害要因があった場合の解決策について議論を行うことを想定している。 

 

1） JSC 

・ RISTEK（議長） 

・ UNPAR、LIPI、LAPAN、BSN および FORDA の代表者 

2） JCC 

・ RISTEK（議長） 

・ UNPAR、LIPI、LAPAN、BSN および FORDA の代表者 

・ 議長が認めた関係者（オブザーバー参加） 

 

2-2-7 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1） 環境社会配慮 

カテゴリー：C 

本プロジェクトでは、炭素量の調査のため簡易な工事（実験苗圃造成、家畜小屋

建設など）は想定されるが、工事現場の生態系に配慮した計画策定および工事を行

うため、環境面での負の影響はほとんどないと考えられる。また、調査の過程にお

いて、対象地域の住民には広く公平に情報提供・共有を行い、地域住民の意見を取

り入れた調査を行なう予定であるため、社会的な負の影響についてもほとんどない

と考えられる。 

2） 貧困削減促進 

特段の配慮要因はない。 

3） ジェンダー 

特段の配慮要因はない。 

 

2-2-8 他ドナー等との連携 

既述のとおり、調査対象地域の重複はない。他のドナーと連携、協調することで泥炭・

森林保全および気候変動対策の相乗効果を発揮するために、プロジェクトの中で積極的に

成果・情報を共有する仕組みを構築していく。 

 

2-3 プロジェクトの外部条件・リスクコントロール 

2-3-1 専門家の安全管理 

 1997 年～1998 年のエルニーニョは、東南アジアの熱帯泥炭を消失させ、全世界の化石

燃料由来の温室効果ガス排出量の約 10％に相当する温室効果ガスが大気中に放出され、地

球温暖化に大きな影響を及ぼした。このエルニーニョによる火災面積は、インドネシア政
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府の報告によると森林約 7 万ヘクタール、非森林（農地）約 13 万ヘクタールにも及んだ。

インドネシアでは、1982 年～1983 年にかけてもエルニーニョが発生しており、時期は予測

出来ないものの今後も発生することは否定出来ない。エルニーニョによる火災発生の場合

には、専門家の安全管理に関し慎重に対応することが重要である。 

 

2-3-2 インドネシア側の実施体制 

本プロジェクトの活動内容は、気候変動の中でも国際的な取り組みが行われてこなかっ

た泥炭地由来の炭素排出減に着目をしており、泥炭地を多く有するインドネシアにおいて、

その活動は大きなインパクトを持つことが期待できる。従って、プロジェクト実施の際に

はインドネシア側の関係機関のみならず、ドナー等に対する情報発信・共有などについて、

カウンターパートの RISTEK を中心に調整を図りつつ現地でのプラットフォームの構築を

図ることが必要である。 

一方、インドネシア関係機関が多岐に亘ることから、組織間の調整がプロジェクトの成功

の大きな鍵となる。プロジェクトの円滑な実施のために、実施期間中も予算措置を含め、

インドネシア側の主体性を引き出すよう働きかけを行っていくことが重要である。 

 

2-4 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

2-4-1 複数のコンポーネント活動を統合的に運営・管理することの重要性 

本プロジェクトは、火災の検知、火災防止活動、泥炭から排出される炭素量の推計、炭

素管理のための活動等、活動内容が多岐多様に亘っている。本プロジェクトでは、これら

の活動の結果を最終的に統合的炭素管理構想として提唱していくわけだが、このためには

複数の活動コンポーネントを有機的に連携させ、プロジェクト目標の達成に向けた効果効

率的なプロジェクト管理能力が求められる。このような複数のコンポーネントを同時に行

い、各活動成果を統合し、プロジェクト目標を達成させる管理能力の重要性は JICA の過去

のプロジェクトの多くの事例から指摘されている。本プロジェクトでは日本側の研究総括

の適切な指示の下に、短期専門家とプロジェクト調整員（現地に常駐）とが効果的に連携

しながら、インドネシア側カウンターパートと頻繁かつ密接な情報共有と連携を図りプロ

ジェクトの運営管理を行っていく必要がある。また、本プロジェクトではインドネシア側

実施機関が複数あることから、RISTEK が実施機関の責任機関としてオーナーシップを持っ

て積極的に各機関の間の情報交換・共有と協力を進めていくように、日本人専門家が支援

していくとともに、JICA インドネシア事務所が適宜、効果的な調整支援を行っていくこと

が望まれる。 

 

2-4-2 合同調整委員会の効果的な運営と活用の重要性 

事業実施体制の項で記述したように、本プロジェクトでは過去の類似案件の教訓を踏ま

えて、合同運営委員会および合同調整委員会を形成・運営して適切な情報交換・共有と効

果的なプロジェクト成果の波及を図ることとする。RISTEK 他、インドネシア側実施機関の

オーナーシップ確保に留意しながら、本プロジェクトの技術的成果ができるだけ広範囲に

適用されるとともに、制度的インパクトが将来的に発現するように、上記２つの委員会の

効果的な運営と活用を図ることが重要である。 
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2-5 プロジェクト 5 項目評価 

2-5-1 妥当性 

事業の背景と必要性の項で記述したように、本プロジェクトはインドネシア国の重要な

開発課題に対応するものであり、同国政府のニーズに合致している。この点は詳細計画策

定調査で協議を行った機関（RISTEK、UNPAR、FORDA など）のいずれにおいても確認さ

れた。また、地球温暖化・気候変動対策や泥炭・森林保全のためのプロジェクトは、イン

ドネシア一国のみでなく、地球規模の課題の解決に資するものと位置付けられる。さらに、

我が国の援助政策と整合し、また我が国は、政府開発援助や研究機関による支援によって、

森林火災対策や制度政策支援等幅広い支援をこれまでに長期間実施してきている。我が国

の知見・リソースを活用した協力を得意とし、中央および地方政府、現場レベルの重層的

な支援を行ってきており、本プロジェクトを実施するにあたっての十分な技術的優位性を

有する。 

協力対象地域については、開発の影響と頻繁に発生する泥炭・森林火災で大量の炭素が

放出されていると思われ、かつ地域住民の健康被害も懸念されている地域であり、地球温

暖化対策や地域住民支援の点で重要な地域である。 

以上の観点から、本プロジェクトの実施は高い妥当性を持つと判断される。 

 

2-5-2 有効性 

成果 1 から 3 で設定している研究課題はいずれも日本とインドネシアにおいて基礎的な

知見と経験を有している分野であり、また、成果 4 については国際的に注目を集めている

イシューでもあり、両国研究者による共同研究が効果的に実施されれば、熱帯泥炭地域の

炭素管理のモデルが構築されることが期待できる。4 つの各成果が全て達成されることによ

ってプロジェクト目標は達成されることから、プロジェクト目標達成に向けての論理的整

合性が確保されている。以上の点から、本プロジェクトは高い有効性を持つと期待される。

なお、有効性確保のためには、プロジェクトの実施面において 4 つの成果達成に向けての

諸活動が相乗効果を発揮しながら成果をあげていくための情報共有・交換を含めた適切な

プロジェクト管理が重要である。 

 

2-5-3 効率性 

RISTEK、BSN、LAPAN、LIPI、UNPAR、FORDA はこれまでの北海道大学との共同研究

の経験を有し、特に UNPAR の主要カウンターパートは北海道大学で学位取得を行っており、

本プロジェクトにおいても緊密な情報交換と効果的な共同作業（技術移転を含む）が可能

である。これまでの北海道大学との協力によって、基礎的な研究・調査を行なう人材、機

材等はある程度整備されているために、期待される成果に対する投入は最小限に抑えるこ

とが出来る。各成果の達成に必要な両国による人員配置は適切に計画されているとともに、

設定している 4 つの成果についてそれぞれ、インドネシア側の実施機関担当者と日本側専

門家とが共同作業を行うこととしており、効果的なプロジェクト遂行が可能と考えられる。

また、日本国内では研究・開発活動が日本側研究チーム（日本人専門家）によって継続的

に実施され、本プロジェクトを効果的に補完していくことになる。プロジェクト実施面で

は、関連する機関が参加する合同運営委員会および合同調整委員会においてプロジェクト
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実施状況のモニタリング及び情報共有と成果の普及拡大を目指すこととしており、プロジ

ェクトの効率性向上に寄与することが期待される。このように、本プロジェクトでは高い

効率性を持つことが想定される。 

 

2-5-4 インパクト 

本件は環境分野の研究・開発に係わる技術協力プロジェクトであり、実施機関である

RISTEK、BSN、LAPAN、LIPI、UNPAR、FORDA の研究開発能力の向上という技術的イン

パクトが一定程度、確実に期待できる。また、UNPAR の研究者や学生が本プロジェクトに

参加することから、農林業系の高等教育分野の人材育成に貢献することが期待される。 

本プロジェクトの成果は、地球温暖化防止や気候変動対策に大きく貢献し、プロジェク

トの成果は、国際的、外交的、技術的、学際的に大きなインパクトをもたらすものと思わ

れる。インドネシア国内においても、対象地域の中央カリマンタンのみならず、周辺地域・

国への波及効果も大いに期待できる。 

 

2-5-5 自立発展性 

インドネシア側実施機関である RISTEK、BSN、LAPAN、LIPI、UNPAR、FORDA につい

ては独自の研究・開発をこれまでにも進めてきていることから、本プロジェクトで新たに

実施する日本との共同研究・開発の成果を継続的に活用していく技術的・人員的な自立発

展性を十分に有していると判断される。 

本プロジェクトは一定の技術的自立発展性を有すると評価されるが、財政面及び組織面

においても、本プロジェクトを通じて、インドネシア側の自立発展性の確保に向けた取組

を行うことが重要である。 
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第 3 章 R/D 協議の概要 

 

3-1 背景・経緯 

 詳細計画策定調査での協議においては、インドネシア側は RISTEK が実施機関となり、

UNPAR、LIPI、LAPAN、BSN、FORDA が協力機関となる実施体制ということで合意をして

いたが、R/D 協議の過程で全体調整機能や活動に必要な予算措置の点において、インドネシ

ア側の実施体制を見直す必要性が生じた。また、RISTEK の日本 ODA/JICA スキームの理解

が十分ではなく、インドネシア政府間の手続きなどが滞っていた状況であった。 

 このような事情を受けて、JICA は R/D 協議のための調査団を本邦から派遣し、インドネ

シア関係機関との協議と実施体制の確認を行った。 

 

3-2 協議概要と結果 

 RISTEK の代わりに BSN が実施機関となり、RISTEK、UNPAR、LIPI、LAPAN、FORDA

が協力機関となる実施体制で合意をした。この体制変更に併せて、プロジェクトスーパー

バイザー及びプロジェクトディレクターも以下のとおりとなった。 

プロジェクトスーパーバイザー：BSN 長官。併せて JSC 議長。 

プロジェクトディレクター：UNPAR 学長。併せて JCC 議長。 

 R/D の署名については、UNPAR、LIPI、LAPAN、BSN、FORDA と JICA で署名を行い、

RISTEK は Witness として署名を行った。 

 

3-3 プロジェクト実施に向けた課題 

 プロジェクト開始に向けた実施体制が整備されたが、インドネシア側の日本 ODA/JICA

スキームに対する理解は必ずしも十分ではないために、今後インドネシア側の役割や責任

について、プロジェクト活動を通じながら説明を行っていくことが必要である。また、ジ

ャカルタおよびパランカラヤでの実施体制のうちプロジェクト事務局機能の強化のための

支援も今後必要になってくると思われる。 
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Mr. Suwido H. Limin, UNPAR 

Mr. Endang Sukara, LIPI 

Mr. Herwint Simbolon, LIPI 

Mr. Leo Rijadi, LAPAN 

Mr. Abdul Kholik, LAPAN 

Mrs.Ratih Dewanti Dimyati 
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Mr. Devina Arifan, BAPPENAS 

Mr. Timothy C. Jessup, AusAID 
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Dr. Henry Singarasa（UNPAR 学長） 
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Dr. Sulmin Gumiri（UNPAR 農学部 副学部長） 

Dr. Hendrik Segah（UNPAR 農学部 講師） 

Dr. Suwido H. Limin（UNPAR 熱帯泥炭持続的管理国際協力センター長） 
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